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絆ヽ J宦と薔設
◆第4′た暮客諸ボはあくまで事イキの

虚構性の明●イヒを主張

◆第 5口 の補充言提出をイリネ

第4次再審請求弁護人・大東泰雄

第

四
次
諸
水

の
意
義
を
訴
え
る

一
〇
月

一
人
日
午
後
三
時
か
ら
約

二
〇
分
間
、
横
浜
地
裁
第
二
刑
事
部

に
お
い
て
、
同
部
木
口
信
之
裁
判
長
、

竹
下
雄
裁
判
官
、
渡
辺
美
紀
子
裁
判

官
、
横
浜
地
検
粟
田
知
穂
検
事
、
弁
護

人
大
川
隆
司
弁
護
士
、
佐
藤
博
史
弁

護
士
、
横
山
裕
之
弁
護
士
、
木
村
文
幸

弁
護
士
、
大
東
が
出
席
し
、
第
四
次
請

求
の
今
後
の
進
行
に
つ
い
て
、
裁
判

所
・検
察
官
・弁
護
人
の
三
者
協
議
を

行
っ
た

（請
求
人
の
小
野
新

一
氏
も

出
頭
し
た
が
、
裁
判
長
に
出
席
を
拒

否
さ
れ
た
。
ン
ヽ
の
点
は
、
今
後
の
課
題

で
あ
ろ
う
）。

今
回
の
三
者
協
議
は
、
免
訴
を
言

渡
し
た
第
二
次
請
求
再
審
判
決
宣
告

後
の
今
年
六
月
、
前
任
の
松
尾
昭

一

裁
判
長
が
木
日
裁
判
長
と
交
代
さ
れ
、

両
陪
席
裁
判
官
も
交
代
し
た
た
め
、

弁
護
団
か
ら
裁
判
所
に
対
し
、
第
四

次
請
求
独
自
の
意
義
や
、
今
後
の
進

行
に
つ
い
て
直
接
訴
え
、
ま
た
、
新
し

い
裁
判
長
の
考
え
を
窺
い
知
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
、
弁
護
団
が
求
め
た

も
の
で
あ
る
。

公
関
の
法
走
で
９
証
人
尋
間
を
姜
営

三
者
協
議
は
、
佐
藤
弁
護
士
の
以

下
の
概
要
説
明
に
よ
り
開
始
さ
れ
た
。

佐
藤
弁
護
士

治
安
維
持
法
の
規
定
上
、
被
告
人

を
処
罰
す
る
に
は
、
結
社
の
目
的
遂

行
の
た
め
に
細
川
論
文
を
掲
載
し
た

と
認
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
、
共
産
党

再
建
を
目
的
と
す
る
泊
会
議
が
開
か

れ
、
そ
こ
で
の
決
定
に
基
づ
い
て
細

川
論
文
を
掲
載
し
た
と
構
成
す
る
こ

と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、

苛
烈
な
拷
間
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
弁
護
人
が
新
証
拠
と

考
え
る
の
は
、
本
件
の
予
審
終
結
決

定
そ
の
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
予
審
終
結
決
定
が
泊
会

議
を
認
定
し
た
の
に
対
し
、
確
定
判

決
か
ら
は
泊
会
議
の
認
定
が
抜
け
落

ち
て
い
る
が
、
職
権
主
義
を
採
る
旧

刑
事
訴
訟
法
の
も
と
、
確
定
判
決
が

予
審
終
結
決
定
の
掲
げ
る
事
実
を
認

定
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
同
判
決
が
、

当
該
事
実
を
認
定
で
き
な
か
っ
た
こ

と
を
意
味
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
確
定
判
決
自
身
、
泊

会
議
が
虚
構
で
、
横
浜
事
件
が
空
中

会
費
更
新
の
お
願
い

引
き
続
き
会
員
と
し
て
ご
支
援
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

◆
更
新
の
方
に
は
、
振
替
用
紙
を
同
封
い
た
し
ま
し
た
。

■
個
人
＝

一
年
間
二
〇
〇
〇
円
／
団
体
＝

一
年
間
五
〇
〇
〇
円
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楼
閣
で
あ
る
こ
と
を
自
認
し
て
お

り
、
裁
判
所
は
、
そ
の
こ
と
を
知
り

な
が
ら
、
小
野
氏
に
有
罪
判
決
を
下

し
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
第
四
次
請
求

の
主
眼

は
、
特
高
の
拷
間
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
よ
り
も
、
泊
会
議
が
虚
構
と
知

り
な
が
ら
有
罪
判
決
を
下
し
た
先
輩

法
曹
の
誤
り
を
、
後
輩
で
あ
る
我
々

が
正
す
こ
と
に
あ
る
。

実
は
、
佐
藤
は
、
交
代
前
の
左
陪

席
裁
判
官
か
ら
、
特
高
の
拷
間
を
主

張
し
な
い
の
か
と
い
う
問
い
合
わ
せ

を
受
け
、
背
景
と
し
て
の
み
主
張
す

る
と
回
答
し
て
お
り
、
本
国
裁
判
長

の
も
と
で
も
、
同
様
の
立
場
を
採
り

た
い
。

そ
こ
で
、
そ
の
た
め
に
、
既
に
請

求
し
た
と
お
り
、
細
川
論
文
の
鑑
定

証
人
で
あ
る
今
井
清

一
証
人
、
荒
井

信

一
証
人
、
波
多
野
澄
雄
証
人
の
ほ

か
、
泊
会
議
で
の
決
定
に
基
づ
い
て

細
川
論
文
を
掲
載
す
る
こ
と
は
出
版

の

一
般
的
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
か
ら
考
え

ら
れ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
、
橋
本
進
証
人
の
尋
間
を
行

っ
て

頂
き
た
い
。
く
わ
え
て
、
本
件
は
出

版
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
か
ら
、
是

非
と
も
公
開
の
法
廷
で
尋
間
を
行

っ

て
頂
き
た
い
。

治
会
議

の
虚
構

こ
そ
事
件

の
本
質

こ
れ
に
対
し
、
本
国
裁
判
長
は
、

「自
分
の
理
解
が
不
十
分
か
も
し
れ

な
い
が
」
と
前
置
き
さ
れ
た
う
え
で
、

以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
、
弁
護
人

と
の
や
り
取
り
が
続
い
た
。

本
□
裁
判
長

再
審
は
確
定
判
決
に
対
す
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
確
定
判
決
が
ど
の
よ

う
な
証
拠
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け

て
事
実
を
認
定
し
た
か
（証
拠
構
造
）

は
、
重
要
な
こ
と
だ
と
思
う
。

そ
し
て
、
確
定
判
決
は
、
被
告
人
の

自
白
を
主
た
る
証
拠
と
し
て
事
実
認

定
し
て
い
る
か
ら
、
再
審
で
は
、
拷

問
な
ど
、
自
白
の
信
用
性
に
関
す
る

事
実
を
問
題
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
の

で
は
な
い
か
。
自
由
の
信
用
性
が
関

係
な
い
と
の
考
え
は
、
法
律
論
と
し

て
違
和
感
を
感
じ
る
。

佐
藤
弁
護
士

拷
間
を
取
り
上
げ
た
第

一
次
請
求

で
は
再
審
開
始
が
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
の
で
、
第
四
次
請
求
で
は
泊
会
議

の
虚
構
を
問
題
に
し
た
の
だ
が
、
予
想

外
に
も
、
第
二
次
の
即
時
抗
告
審
が
拷

間
を
理
由
に
地
裁
決
定
を
支
持
し
た

の
で
、
現
在
で
は
、
拷
間
の
主
張
の
み

で
も
再
審
開
始
を
決
定
し
て
頂
け
る

と
考
え
て
い
る
。

し
か
し
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
横

浜
事
件
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
こ
そ
が
重
要
で
あ
り
、
拷
間
の
問
題

だ
け
に
集
約
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

自
白
の
信
用
性
は
、
無
論
、
重
要
な
問

題
で
あ
り
、
そ
の
点
を
主
張
し
な
い
こ

と
は
な
い
が
、
自
白
の
信
用
性
と
同
様

に
、
泊
会
議
の
虚
構
と
い
う
根
本
的
な

問
題
に
つ
い
て
も
、
き
ち
ん
と
取
り
上

げ
て
頂
き
た
い
。

本
国
裁
判
長

法
律
論
と
し
て
、
再
審
は
確
定
判
決

を
ベ
ー
ス
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、

裁
判
所
が
、
自
白
の
信
用
性
を
含
め
て

判
断
で
き
る
よ
う
、
主
張
を
整
理
し
、

さ
ら
に
新
証
拠
が
あ
れ
ば
提
出
し
て

頂
き
た
い
。

い
ま

こ
そ
問
わ
れ
る
べ
き
横
浜
事
件

以
上
の
議
論
を
経
て
、
弁
護
人
が
、

自
白
の
信
用
性
を
含
め
た
主
張
を
整

理
す
る
書
面
の
提
出
を
約
束
し
、
三

者
協
議
を
終
え
た
（な
お
、
検
察
官
は

何
ら
意
見
を
述
べ
な
か
っ
た
）
。

な
お
、
三
者
協
議
後
の
記
者
会
見

に
は
、
一
〇
名
の
記
者
が
参
加
し
、
今

後
の
見
通
し
等
に
つ
い
て
多
数
の
質

問
が
寄
せ
ら
れ
た
。

既
に
戦
後
六
〇
年
を
経
過
し
た
が
、

戦
時
下
の
言
論
統
制
を
象
徴
す
る
横

浜
事
件
の
意
義
は
、
今
日
で
も
、
否
、

戦
争
を
許
す
社
会
に
向
か
い
つ
つ
ぁ

る
今
日
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
社
会
に

広
く
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

今
後
は
、
法
律
論
に
重
き
を
置
く

裁
判
長
の
意
向
を
汲
み
、
拷
間
の
問

題
を
含
む
よ
り
幅
広
い
主
張
を
展
開

す
る
必
要
が
あ
る
が
、
従
前

の
弁
護

方
針
が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。

第
四
次
請
求
の
使
命
は
、
依
然
と

し
て
、
泊
会
議
、
そ
し
て
横
浜
事
件
そ

の
も
の
の
虚
構
を
明
ら
か
に
し
、
そ

れ
に
加
担
し
た
司
法
の
非
を
正
す
と

い
う
、
極
め
て
重
要
な
も
の
な
の
で

あ
る
。
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弁
護
団
、
補
充
意
見
書
提
出
ヘ

一
〇
月
二
〇
日
、
弁
護
団
と
請
求

人

（齋
藤
信
子
Ｙ

支
援
す
る
会
事
務

局
の
合
同
会
議
が
ひ
ら
か
れ
た
。
席

上
、　
一
人
日
の
三
者
協
議

（大
東
弁

護
士
の
記
事
参
照
）
が
報
告
さ
れ
、
横

浜
地
裁
側
の
要
望
に
こ
た
え
、
新
た

に
補
充
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
と

し
た
。

私
た
ち
の
基
本
的
立
場
は
、
諸
事

件
の
中
心
で
あ
る
共
産
党
再
建
準
備

会
議

（泊
で
の
宴
会
）
が
虚
構
で
あ

る
こ
と
を
確
認
し
、
虚
構
に
も
と
づ

森
川
金
キ
先
生
難
去

横
浜
事
件
再
審
第

一
次
請
求

（
一
九
八
六
年
）
、
第
二
次
請
求

（九
八
年
）

の
弁
護
団
長
で
あ

っ
た
森
川
金
寿
先
生
が
、
一
〇
月

一
六
日
、
肺
炎
で
亡
く

な
ら
れ
ま
し
た
。
九
二
歳
。

第

一
次
請
求
で
発
足
し
た
私
た
ち
「横
浜
事
件
再
審
裁
判
を
支
援
す
る
会
」

は
、
ご
高
齢
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
常
に
運
動
の
先
頭
に
立
た
れ
た
先
生
に
深

く
感
謝
し
な
が
ら
、
心
か
ら
の
哀
悼
を
捧
げ
ま
す
。

な
お
、
先
生
は
、
教
科
書
検
定
を
め
ぐ
る

「家
永
教
科
書
訴
訟
」
の
弁
護

団
長
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
犯
罪
を
裁
い
た

Ｆ
フ
ッ
セ
ル
民
衆
法
廷
」
の
審
判
員

な
ど
、
日
本
の
法
と
平
和
と
民
主
主
義
の
上
で
、
大
き
な
足
跡
を
残
さ
れ
ま

し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
橋
本
　
進

＊
森
川
先
生
追
悼
、
お
よ
び
第
二
次
請
求
の
公
判
の
模
様

（東
京
高
裁
、　
一
一
月
九
日
、

一
二
月
七
日
）
は
、
次
号
に
掲
載
い
た
し
ま
す
。

く
有
罪
判
決
を
取
り
消
し
、
無
罪
言

い
渡
し
を
か
ち
と
る
こ
と
で
あ
る
。

虚
構
を
捏
造
す
る
た
め
に
加
え
ら

れ
た
特
高
の
拷
間
に
つ
い
て
は
、
第

四
次
申
し
立
て
理
由
で
も
指
摘
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
地
裁
側
の

要
望
も
あ
る
の
で
、
私
た
ち
の
基
本

的
立
場
に
自
白
の
信
用
性
（拷
間
）
問

題
を
併
せ
た
文
書
を
提
出
す
る
こ
と

と
し
た
。　
一
刻
も
早
い
再
審
開
始
決

定
を
望
み
た
い
。事

務
局
／
橋
本
　
進

辞 :

輻
―も  ,慶は感鷹‐ 〕懃IIII

▲ツアーの様子は北 日本放送のテ レビニュースで紹介された。

出
版
Ｏ
Ｂ
会

・
横
浜
事
件
体
験
ツ
ア
ー

七
月
初
旬
、
橋
本
進
さ
ん
以
下

一

四
人
の
体
験
ツ
ア
ー
に
参
加
し
た
。

動
機
は
、
社
史
編
纂
の
な
か
で
加
藤

政
治
が

一
九
二
九
年
東
洋
経
済
出
版

部
に
入
社

（別
名

「彪
二
」
を
名
乗

る
）
、
翌
年
か
ら
細
川
嘉
六
の

『
植
民

史
』
を
担
当
し
、
四

一
年

九
月
の
刊
行
を
機
に
東

京
新
聞
政
治
部
に
移
り
、

二
年
後
に
泊
事
件

の

一

人
と
し
て
検
挙
さ
れ
た

事
実
を
知

っ
た
こ
と
、
お

よ
び

『
百
論
の
敗
北
』
の

筆
者
の

一
人
、
渡
辺
潔
氏

（日
本
評
論
社
）
の
夫
人

延
子
さ
ん
と
六
〇
年
代

の
数
年
間
、
職
場
を
共
に

し
た
こ
と
に
よ
る
。

夫
妻
は
我
孫
子
市
手
賀

沼
湖
北
台
に
居
を
定
め
、

俳
誌

『
暖
流
』
に
拠
り
そ

れ
ぞ
れ
『
句
文
集
・虚
空
』

『
句
集
・碧
諄
』
を
残
さ
れ

た
が
、
潔
氏
晩
年
の

「ま

山

口
　

正

（
東

洋

経
済

社

反

）

た
獄
に
囚
は
れ
し
夢
明
け
易
し
」
に
、

癒
え
ぬ
傷
の
深
さ
が
窺
え
た
。

七
月
五
日
に
訪
れ
た
の
は
、
六
五

年
前
の
四
二
年
同
月
同
日
、
細
川
が

『
植
民
史
』
の
印
税
で
加
藤
を
は
じ

め
、
満
鉄
調
査
室
員
、
中
央
公
論
、
改

(2006年 7月 5日 、紋左旅館広間にて)
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造
の
編
集
者
ら
七
人
を
招
き
慰
労
会

を
催
し
た
富
山
県
泊
町

（現
朝
日

町
）
の
旅
館

「紋
左
」。

玄
関
に
は
、
神
奈
川
県
特
高
に
よ

り
共
産
党
再
建
謀
議
の
証
拠
と
さ
れ

た
写
真
や
、
細
川
の
小
学
校
同
級
生

で
五
代
目
の
女
将
、
柏
木
ひ
さ
と
並

ん
だ
そ
れ
も
飾
ら
れ
て
い
た
。
当
時

特
高
の
厳
し
い
取
調
べ
を
受
け
た
女

将
と
料
亭

「三
笑
楼
」
主
人
平
柳
梅

次
郎
は
、
頑
と
し
て
捏
造
話
を
拒
否

し
た
と
い
う
。

七
代
目
哲
秋
さ
ん
が
継
ぐ
今
も
、

家
屋
は
当
時

の
侍
ま
い
を
残
し
、
客

間
に
は
細
川
の
軸

「闇
い
よ
い
よ
深

け
れ
ば
星
の
光
い
よ
い
よ
輝
く
　
一

九
四
六
年
夏
」
が
懸
け
て
あ

っ
た
。

地
元
の
奥
田
淳
爾
氏

（元
洗
足
学

園
魚
津
短
大
教
授
）
が
、
貧
し
い
漁

師
の
子
細
川
が
篤
志
家
の
援
助
で

一

高
、
東
大
を
経
て
政
治
学
者

へ
と
成

長
し
て
い
く
姿
と
業
績
を
語
ら
れ
、

い
ま
富
山
県
発
行
の

『
郷
土
に
輝
く

人
び
と
』
の

一
人
だ
と
紹
介
。

戦
後
、
女
将
が
細
川
と
写

っ
た
写

真
を
見
せ
ら
れ
、
思
わ
ず

「大
好
き

な
人
」
と
胸
に
抱
い
た
話
は
グ

ッ
と

き
た
。
裏
切

っ
た
幼
馴
染
な
ら
こ
う

は
い
か
な
い
。
彼
女
や
三
笑
楼
主
人

の
偉
さ
は
細
川
の
偉
さ
と
等
価
だ
。

宴
会
で
は
、
活
き
の
い
い
魚
と
紋

左
、
朝
日
町
の
魚
津
龍

一
町
長
差
入

れ
の
銘
酒
に
満
足
し
な
が
ら
も
、
同

業
先
輩
た
ち
の
暗
転
す
る
人
生
に
思

い
を
馳
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

翌
六
日
は
、
細
川
が
大
安
寺
内
に

建
立
し
た
自
然
石
の
父
母
の
墓
や
二

笑
楼
跡
な
ど
を
観
、
取
材
の
北
日
本

放
送
、
案
内
の
米
国
朝
日
町
観
光
係

長
ら
と
別
れ
、
次
の
目
的
地
に
向

か
つ
た
。

後
日
の
発
見
諄
。
戦
後
の
加
藤
は

彪
二
の
名
で
早
く
も

『
中
央
公
論
』

の
復
刊
三
号
＝
四
六
年
五
月

「総
選

挙
後
の
政
治
動
向
」
か
ら
、
五
五
年

二
月
「保
守
安
定
政
権
を
望
む
な
ら
」

ま
で
、
評
論

。
政
治
家
論
な
ど

一
〇

本
を
掲
載
し
、
五
五
年
二
月
五
日
付

『
図
書
新
聞
』
が
閲
歴
と
写
真
入
り

で
、
「新
し
い
タ
イ
プ
の
政
治
評
論

家
」
と
紹
介
し
て
い
た
。
中
村
智
子
著

に
よ
れ
ば
、
そ
の
半
年
後
の
人
月
二

日
、
二
九
歳
の
若
さ
で
死
亡
、
職
歴

は
東
京
新
聞
社
記
者

。
文
化
放
送
文

芸
部
長
と
あ
る
。

▼
大
川
さ
ん
の
お
話
に
改
め
て
勉
強

さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
　
　

百
瀬
雄
彦

▼

（前
文
略
）
同
封
の
も
の

（
「横
浜

事
件
と
残
留
孤
児

・
敗
戦
６０
年
後
の

現
実
」
「横
浜
事
件
判
決
の
意
味
す
る

も
の

。
明
治
憲
法
が
生
き
て
い
る
司

法
の
世
界
し

は
、
地
域
で
出
し
て
い

る
ミ
ニ
コ
ミ
紙
に
書
い
た
も
の
で
す
。

草
の
根
の
声
と
し
て
お
届
け
い
た
し

ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
高
野
哲
郎

▼
「
一
日
も
早
い
無
罪
を
」
と
願

っ
て

い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
野
崎
泰
子

▼
私
の
友
人
が
入
会
し
た
い
と
申
し

出
て
お
り
ま
す
の
で
会
費
と
住
所
を

お
知
ら
せ
し
ま
す
。
　

菊
池
由
紀
子

（６
月
）
埼
玉
県
立
豊
岡
高
校
　
平
光

並日
　
永
田
誠
　
（７
月
）
岩
波
労
組

永
田
誠
　
（８
月
）
由
利
恵
勇
　
佐
藤

よ
し
　
（９
月
）
山
本
剛
士

■
い
つ
の
間
に
か

一
一
月
を
迎
え
て

し
ま
い
ま
し
た
。
二

一
回
目
の
会
費

更
新
の
季
節
で
す
。
前
期
は

一
人
○

人
の
方
が
更
新
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。

発
足
当
初
に
比
べ
れ
ば
三
分
の

一
に

な
り
ま
し
た
が
、
二
〇
年
よ
く
が
ん

ば

っ
た
と
思
い
ま
す
。
今
期
も
、
会

費
更
新
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

■
再
審
請
求
の
書
類
を
作
る
た
め
、

新
宿
御
苑
の
近
く
に
あ

つ
た
森
川
先

生
の
事
務
所
に
通
い
ま
し
た
。
そ
の

こ
ろ
木
村
さ
ん
は
、
中
野
の
病
院
に

入
院
し
て
い
て
、
青
山
さ
ん
の
お
使

い
で
病
院

へ
も
行
き
ま
し
た
。
そ
の

お
二
人
が
亡
く
な
ら
れ
再
審
請
求
に

至
る
過
程
と
第

一
次
請
求
の
こ
と
を

語
れ
る
人
が
少
な
く
な

っ
て
き
ま
し

た
。
森
川
先
生
の
ご
冥
福
を
心
よ
り

お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
　

（金
田
）

入会の申し込み 。会費納入先・ 1蒸

〒 101-0064 千代田区猿楽町 1-4-8

松村 ビル 401
横浜事件再審裁判 を支援する会

te1/fax o3-3291-8066

(年会費〉個人 :2000円 、団体 :5000円

●郵便振替 00130-7-150641

●銀行振込 みずほ銀行九段支店

普通預金口座 1478864

横浜事件再審裁判を支援する会


